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(57)【要約】
【課題】複数のメディアに分割して記録されたファイル
を簡単に１つのシーンにまとめることができるようにす
る。
【解決手段】ＨＤＤ１１２に圧縮ビデオデータを分割記
録する際には、接続情報を１にセットするとともに、１
つのシーンの記録処理が終了すると、ＰｌａｙＩｔｅｍ
情報のバックアップとして、ＰＬＢファイルを作成する
。そして、ＤＶＤディスクに分割された各圧縮ビデオデ
ータをコピーする際には、このＰＬＢファイルもコピー
することにより、ＤＶＤディスクには、分割された圧縮
ビデオデータが記録されていることを判別でき、後に、
大容量のディスク等に１つのシーンにまとめることを容
易にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つのシーンの動画像データを、所定のファイルシステムに従って複数のファイルに分
割して格納し、記録媒体に記録する記録手段と、
　前記１つのシーンの動画像データが分割して格納された前記複数のファイルを示す管理
情報を生成し、前記動画像データと共に前記記録媒体に記録するように前記記録手段を制
御する制御手段と、
　前記記録媒体に記録された動画像データを他の記録媒体に記録するべく記録装置に送信
する送信手段とを備え、
　前記制御手段は、前記記録媒体に記録された前記１つのシーンの複数のファイルのうち
少なくとも１つのファイルと他のファイルとを互いに異なる複数の前記他の記録媒体に記
録するコピーモードにおいて、前記複数の他の記録媒体それぞれに対して前記管理情報を
記録するべく前記管理情報を送信するよう前記送信手段を制御することを特徴とする情報
処理装置。
【請求項２】
　前記管理情報は、前記複数のファイルの再生順序を示す再生順序情報を含むことを特徴
とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記複数のファイルを前記再生順序とは逆の順序で記録するとともに
、前記分割して格納されたファイルを先に記録した１つ以上の他の記録媒体の識別情報を
、次に記録すべきファイルとともに前記１つ以上の他の記録媒体とは異なる他の記録媒体
に記録するべく前記記録装置に送信するよう前記送信手段を制御することを特徴とする請
求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記管理情報は、さらに、前記情報処理装置を特定する機器情報を含むことを特徴とす
る請求項１～３の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記管理情報は、前記複数のファイルのそれぞれを特定する情報をバックアップ情報と
して含むことを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記１つのシーンの動画像データは、記録開始の指示から記録停止の指示までの間に記
録される動画像データであることを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の情報処
理装置。
【請求項７】
　前記複数のファイルはそれぞれ、前記所定のファイルシステムによって規定されたサイ
ズ以下であることを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記再生順序情報は、再生時刻を指示する再生時刻情報を含むことを特徴とする請求項
２または３に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記記録手段が記録する記録媒体とは、不揮発性記憶媒体、またはハードディスクであ
ることを特徴とする請求項１～８の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記他の記録媒体とは、光ディスク、または不揮発性記憶媒体を内蔵するカード型記録
媒体であることを特徴とする請求項１～９の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記所定のファイルシステムとは、ＦＡＴファイルシステムであることを特徴とする請
求項１～１０の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　１つのシーンの動画像データを、所定のファイルシステムに従って複数のファイルに分
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割して格納し、記録媒体に記録する記録工程と、
　前記１つのシーンの動画像データが分割して格納された前記複数のファイルを示す管理
情報を生成し、前記動画像データと共に前記記録媒体に記録するように前記記録工程にお
ける処理を制御する制御工程と、
　前記記録媒体に記録された動画像データを他の記録媒体に記録するべく記録装置に送信
する送信工程とを備え、
　前記制御工程においては、前記記録媒体に記録された前記１つのシーンの複数のファイ
ルのうち少なくとも１つのファイルと他のファイルとを互いに異なる複数の前記他の記録
媒体に記録するコピーモードにおいて、前記複数の他の記録媒体それぞれに対して前記管
理情報を記録するべく前記管理情報を送信するよう前記送信工程における処理を制御する
ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１３】
　１つのシーンの動画像データを、所定のファイルシステムに従って複数のファイルに分
割して格納し、記録媒体に記録する記録工程と、
　前記１つのシーンの動画像データが分割して格納された前記複数のファイルを示す管理
情報を生成し、前記動画像データと共に前記記録媒体に記録するように前記記録工程にお
ける処理を制御する制御工程と、
　前記記録媒体に記録された動画像データを他の記録媒体に記録するべく記録装置に送信
する送信工程とをコンピュータに実行させ、
　前記制御工程においては、前記記録媒体に記録された前記１つのシーンの複数のファイ
ルのうち少なくとも１つのファイルと他のファイルとを互いに異なる複数の前記他の記録
媒体に記録するコピーモードにおいて、前記複数の他の記録媒体それぞれに対して前記管
理情報を記録するべく前記管理情報を送信するよう前記送信工程における処理を制御する
ようにコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能
な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置、情報処理方法、プログラム及び記憶媒体に関し、特に、ファイ
ルサイズの大きい動画像データを記録するために用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、数十ギガバイト（ＧＢ）からなる大容量のハードディスク（ＨＤＤ）を内蔵し、
このＨＤＤに対して映像データや音声データを記録再生するビデオカメラが登場している
。この種のビデオカメラでは、記録したデータを決められたファイルシステムで管理する
ことが一般的であり、ファイルシステムとして、ＦＡＴファイルシステムが広く使用され
る。ＦＡＴファイルシステムは、多くのデジタルカメラで採用されているファイルシステ
ムであるが、１ファイルあたりの容量の上限が４ＧＢとなっている。
【０００３】
　一方、数十ＧＢの記録容量を有するビデオカメラではその大容量を活かすために、長時
間連続記録に対応できるようにすることが望ましく、そのためには４ＧＢ以上のストリー
ムを記録できるようにすることが必要である。この対応策として、例えば、特許文献１に
は、ＡＶ信号をシームレスに再生するための方法が開示されており、再生順に配置された
Playlistに関し、各シーンのＩＮ点及びＰＵＴ点の状態を示す情報を記述している。そし
て、１つのファイルを分割したことを示すために、この情報に「Ｅタイプ」と記載してい
る。
【０００４】
　この技術を用いれば、ストリームファイルの記録を続け、ファイルサイズが４ＧＢに到
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達したところで次のファイルに記録し、この接続点の情報として「Ｅタイプ」と記載する
ことにより、一連のシーンを複数のファイルに分割して記録することが可能となる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１５７１４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　大容量のＨＤＤを有するビデオカメラでは、通常、ＨＤＤはビデオカメラに内蔵されて
おり、容易に取り外すことができない。また、ＨＤＤの記録容量は大容量であるが限界が
あるため、撮影を進めると記録残量が少なくなる。この場合、既に記録されたファイルを
消去することにより記録残量を増加させることができるが、消去したくないファイルにつ
いては、ＤＶＤディスクなどの保存用のメディアにコピーする必要がある。
【０００７】
　このとき、前述したように、ＦＡＴファイルシステムによる容量制限のため、複数のフ
ァイルに分割されて記録されたシーンは、ファイル単位でコピーする必要がある。また、
ＤＶＤディスクなどのメディアは記録容量が４ＧＢ程度のサイズ以下のものが多いため、
一連のシーンの映像であっても、別々のメディアにコピーしなければならない。そのため
、１つのシーンを構成する複数のファイルがそれぞれどのメディアにコピーされたかを確
認するなど、１つのシーンにまとめたい場合に多くの手間がかかってしまうという問題点
があった。
【０００８】
　本発明は前述の問題点に鑑み、複数のメディアに分割して記録されたファイルを簡単に
１つのシーンにまとめることができるようにすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の情報処理装置は、１つのシーンの動画像データを、所定のファイルシステムに
従って複数のファイルに分割して格納し、記録媒体に記録する記録手段と、前記１つのシ
ーンの動画像データが分割して格納された前記複数のファイルを示す管理情報を生成し、
前記動画像データと共に前記記録媒体に記録するように前記記録手段を制御する制御手段
と、前記記録媒体に記録された動画像データを他の記録媒体に記録するべく記録装置に送
信する送信手段とを備え、前記制御手段は、前記記録媒体に記録された前記１つのシーン
の複数のファイルのうち少なくとも１つのファイルと他のファイルとを互いに異なる複数
の前記他の記録媒体に記録するコピーモードにおいて、前記複数の他の記録媒体それぞれ
に対して前記管理情報を記録するべく前記管理情報を送信するよう前記送信手段を制御す
ることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の情報処理方法は、１つのシーンの動画像データを、所定のファイルシステムに
従って複数のファイルに分割して格納し、記録媒体に記録する記録工程と、前記１つのシ
ーンの動画像データが分割して格納された前記複数のファイルを示す管理情報を生成し、
前記動画像データと共に前記記録媒体に記録するように前記記録工程における処理を制御
する制御工程と、前記記録媒体に記録された動画像データを他の記録媒体に記録するべく
記録装置に送信する送信工程とを備え、前記制御工程においては、前記記録媒体に記録さ
れた前記１つのシーンの複数のファイルのうち少なくとも１つのファイルと他のファイル
とを互いに異なる複数の前記他の記録媒体に記録するコピーモードにおいて、前記複数の
他の記録媒体それぞれに対して前記管理情報を記録するべく前記管理情報を送信するよう
前記送信工程における処理を制御することを特徴とする。
【００１１】
　本発明のプログラムは、１つのシーンの動画像データを、所定のファイルシステムに従
って複数のファイルに分割して格納し、記録媒体に記録する記録工程と、前記１つのシー
ンの動画像データが分割して格納された前記複数のファイルを示す管理情報を生成し、前
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記動画像データと共に前記記録媒体に記録するように前記記録工程における処理を制御す
る制御工程と、前記記録媒体に記録された動画像データを他の記録媒体に記録するべく記
録装置に送信する送信工程とをコンピュータに実行させ、前記制御工程においては、前記
記録媒体に記録された前記１つのシーンの複数のファイルのうち少なくとも１つのファイ
ルと他のファイルとを互いに異なる複数の前記他の記録媒体に記録するコピーモードにお
いて、前記複数の他の記録媒体それぞれに対して前記管理情報を記録するべく前記管理情
報を送信するよう前記送信工程における処理を制御するようにコンピュータに実行させる
ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の記憶媒体は、前記に記載のプログラムを記憶したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、複数のファイルに分割されて記録されたシーンが、ファイルごとに複
数のメディアに記録された場合であっても、後に１つのシーンとして簡単にまとめること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
（第１の実施形態）
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本実施形態に係るビデオカメラ１００の内部構成例を示すブロック図である。
　図１において、１０１はレンズユニットであり、集光のための固定レンズ群、変倍レン
ズ群、絞り、変倍レンズ群の動きで移動した結像位置を補正する機能と焦点調節を行う機
能とを兼ね備えた補正レンズ群により構成されている。レンズユニット１０１によって、
最終的に後述のＣＣＤ１０２の結像面上に被写体像が結像される。
【００１５】
　１０２はＣＣＤ（charge coupled device）であり、光を電荷に変換し撮像信号を生成
する。１０３はカメラ信号処理部であり、撮像信号に所定の処理を施してデジタル画像デ
ータを出力する。１０４は圧縮伸張回路であり、デジタル画像データを圧縮し、圧縮ビデ
オデータを生成する。また、圧縮伸張回路１０４は、圧縮ビデオデータを入力し、これを
伸張する機能も兼ね備えている。
【００１６】
　１０７はマイクロコンピュータであり、ビデオカメラ１００全体を制御する。１０８は
フラッシュＲＯＭであり、マイクロコンピュータ１０７が実行するプログラムなどが格納
されている。また、フラッシュＲＯＭ１０８の一部領域はバックアップ用として、システ
ムの状態などを保持するために使用される。１０９はメモリであり、マイクロコンピュー
タ１０７や圧縮伸張回路１０４などがワークとして使用する揮発性メモリである。
【００１７】
　１１３はバスである。１１２はハードディスク（ＨＤＤ）であり、圧縮伸張回路１０４
で生成された圧縮ビデオデータをＦＡＴファイルシステムなどコンピュータと互換のある
所定のフォーマットに従って記録するための内部記録媒体である。
【００１８】
　記録再生回路１１０は、圧縮伸張回路１０４で生成された圧縮ビデオデータ（動画像デ
ータ）をＦＡＴファイルシステムなどコンピュータと互換のあるフォーマットに従って、
ＨＤＤ１１２に記録するためのものである。
【００１９】
　１０５はオンスクリーンディスプレイ（ＯＳＤ）部であり、各種設定メニューやタイト
ル、時間などの情報をデジタル画像データに重畳させるためのものである。また、ＯＳＤ
部１０５は、重畳されたデジタル画像データ等を表示部である液晶パネル１０６に出力し
てデジタル画像を表示させる制御も行う。１０６は液晶パネルであり、ＯＳＤ部１０５か
らの制御を受け、デジタル画像を表示させるためのものである。また、特に図示していな
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いが、音声についてもマイクユニット、スピーカーや外部出力経路を備えており、圧縮伸
張回路１０４は、画像データと共に音声データの圧縮伸張を行う。すなわち、前述の圧縮
ビデオデータには音声データも多重化される。なお、本実施形態ではＭＰＥＧ２方式で多
重化されるものとする。
【００２０】
　１１１は操作スイッチ群であり、ユーザが操作入力するためのものである。また、操作
スイッチ群１１１には、主としてカメラ撮影を行うためのカメラモードと、主として再生
させるための再生モードと、電源オフとするパワーオフモードとを選択するためのスイッ
チも設けられている。１１４はＵＳＢ端子であり、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）やＤ
ＶＤドライブなど外部機器と接続するために備えられている。
【００２１】
　図２は、ＨＤＤ１１２に圧縮ビデオデータを記録するときのファイル構成例を示す図で
ある。
　図２において、２０１はルートディレクトリである。２０２は本実施形態のファイルシ
ステムによって記録される動画像ファイル群を記録するためのディレクトリであり、"Ａ
Ｖ"という名称が付されている。さらに、"ＰＬＡＹＬＩＳＴ"ディレクトリ２０３と、"Ｓ
ＴＲＥＡＭ"ディレクトリ２０４と、"ＰＲＩＶＡＴＥ"ディレクトリ２０５といったサブ
ディレクトリを設けている。
【００２２】
　「０００００．ＭＴＳ」から「００００２．ＭＴＳ」までの圧縮ビデオデータ群２０７
はそれぞれ圧縮ビデオデータであり、"ＳＴＲＥＡＭ"ディレクトリ２０４を親ディレクト
リとして記録される。また、後続の「００００３．ＭＴＳ」及び「００００４．ＭＴＳ」
もそれぞれ圧縮ビデオデータであり、"ＳＴＲＥＡＭ"ディレクトリ２０４を親ディレクト
リとして記録されている。
【００２３】
　「０００００．ＰＬ」のファイル２０６は管理情報の一部として機能するプレイリスト
ファイルであり、"ＰＬＡＹＬＩＳＴ"ディレクトリ２０３を親ディレクトリとして記録さ
れている。このように記録されている圧縮ビデオデータは、プレイリストに記述された順
序で再生される。なお、プレイリストの詳細、及び「０００００．ＰＬＢ」のファイル２
０８については後述する。また、本実施形態では、ＨＤＤ１１２に圧縮ビデオデータやプ
レイリストなどを記録しているが、他の不揮発性記憶媒体に記録してもよい。
【００２４】
　図３は、圧縮ビデオデータが記録される時の状態の一例を示す図である。
　図３において、「０００００」～「００００４」は、前述した「０００００．ＭＴＳ」
から「００００４．ＭＴＳ」までのＭＴＳファイルを示している。図３に示す例では、「
０００００．ＭＴＳ」のファイルから記録が開始される。
【００２５】
　ファイルシステムの制約から所定のファイルサイズに達するとファイルを閉じる。ここ
で、ファイルを閉じる基準となるファイルサイズは、２ＧＢや４ＧＢなど、ファイルシス
テムによって異なる。しかしながら、カメラ撮影が記録停止の指示があるまで継続される
間、途切れることなく圧縮ビデオデータを記録し続けることが必要である。そこで、本実
施形態では、複数の圧縮ビデオデータに分割しながら記録を継続していく制御を行う。以
降、複数の圧縮ビデオデータに分割しながら記録する処理をファイル分割記録と称す。
【００２６】
　図３に示す例では、「０００００」、「００００１」、及び「００００２」は、ファイ
ル分割記録によって記録された圧縮ビデオデータである。また、「００００３」、及び「
００００４」は、１つのファイル内で記録が完結したシーンである。
【００２７】
　図４は、本実施形態におけるプレイリストの記述内容の一例を示す図である。本実施形
態では、図３に示すような記録を行ったときのプレイリストを示す。
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　図４に示すプレイリストは、後述するＰｌａｙＩｔｅｍ情報と、機器固有情報（機器情
報）とを含んでいる。本実施形態では、各ＭＴＳファイルをＰｌａｙＩｔｅｍとして管理
する。図４に示すプレイリストには、ＰｌａｙＩｔｅｍの数が記述され、このＰｌａｙＩ
ｔｅｍの数だけ情報が後続する。また、記述順に従って圧縮ビデオデータが再生される。
【００２８】
　各ＰｌａｙＩｔｅｍには、ファイル番号、記録日時、ＩＮ　ＴＩＭＥ及びＯＵＴ　ＴＩ
ＭＥからなる再生順序情報と、接続情報とが少なくとも記録されている。ここで、ファイ
ル番号とは、「０００００」、「００００１」などのＭＴＳファイルの数字部分の５文字
を示すものである。ＩＮ　ＴＩＭＥ、及びＯＵＴ　ＴＩＭＥは、ＭＰＥＧ２で規定される
ＰＴＳ（Presentation Time Stamp）と称する再生時刻情報を示すものである。なお、本
実施形態では、ファイル分割記録によって記録された接続部分は同時刻となる。例えば、
図３に示す「０００００」のＯＵＴ　ＴＩＭＥ、及び「００００１」のＩＮ　ＴＩＭＥは
同時刻となる。
【００２９】
　また、接続情報とは、ファイル分割記録により生成されたファイルであるか否かを判定
するための情報である。この接続情報の値によって、分割記録により生成されたファイル
であるか否かを判別することができる。図４に示すＰｌａｙＩｔｅｍ［１］、ＰｌａｙＩ
ｔｅｍ［２］がそれぞれ図３に示す「００００１．ＭＴＳ」、「００００２．ＭＴＳ」で
ある。そして、この２つのファイルに対する接続情報の値は、ファイル分割記録を行った
ことを示すために「１」としている。
【００３０】
　一方、機器固有情報には、メーカーを識別可能なメーカーＩＤと、さらに機種を特定可
能とするための機種ＩＤとが記載されている。なお、機種ＩＤには、さらにシリアル番号
のようなユニークに付与される個々の識別情報も含まれている。図６は、本実施形態にお
いて、詳細な情報が含まれているプレイリストの一例を示す図であり、図２及び図３と同
じ状態のプレイリストを示している。このようにプレイリストは、記録再生回路１１０に
より生成され、ＨＤＤ１１２に記録される。
【００３１】
　図５は、図１に示すＵＳＢ端子１１４を介して外部機器と接続されている状態の一例を
示す図である。
　図５（ａ）に示す例では、ビデオカメラ５０１とＰＣ５０２とがＵＳＢケーブル５０３
を介して接続されている。なお、ＰＣ５０２にはＤＶＤドライブ５０５が内蔵されている
。また、図５（ｂ）に示す例では、ビデオカメラ５０１と外付けＤＶＤドライブ５０６と
がＵＳＢケーブル５０３を介して接続されている。
【００３２】
　本実施形態におけるハードディスク内蔵型のビデオカメラ１００では、マイクロコンピ
ュータ１０７が送信手段として機能し、ＤＶＤディスクなどの外部メディアに記録ファイ
ルを送信することができる。図５（ａ）に示す例では、ＰＣ５０２にインストールされて
いるアプリケーションソフトの制御によって、ビデオカメラ５０１の記録ファイルをコピ
ーしてＤＶＤドライブ５０５に装着されているＤＶＤディスクに記録することが可能とな
る。
【００３３】
　また、図５（ｂ）に示すように外付けＤＶＤドライブ５０６と接続されている場合には
、ビデオカメラ５０１及び外付けＤＶＤドライブ５０６の双方の制御ファームウエアが連
携してＤＶＤディスクに記録ファイルをコピーすることが可能である。
【００３４】
　圧縮ビデオデータ群２０７を外部記録媒体である４ＧＢ程度のＤＶＤディスクにコピー
する場合、それぞれの圧縮ビデオデータが複数のディスクに分かれてしまう。したがって
、例えば各圧縮ビデオデータが４ＧＢであり、ＤＶＤディスク１枚に１ファイル分記録す
る場合は、それぞれのＤＶＤディスクではファイルシステムの制約を受けないため、ファ
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イル分割記録が行われない。
【００３５】
　このため、外部のＰＣ５０２や外付けＤＶＤドライブ５０６でそれぞれのＤＶＤディス
クに圧縮ビデオデータを記録すると、接続情報を「１」以外に変更する必要がある。その
場合、ＤＶＤディスクにはファイル分割記録であったことを示す情報が含まれていないこ
とになる。図７はその状態を示している。この結果、ＤＶＤディスクに記録されている圧
縮ビデオデータが、分割された圧縮ビデオデータであるのか否かを判別できなくなってし
まう。したがって、将来、分割されたファイルをさらに大容量のディスクに再度コピーし
、１つのシーンにまとめる場合に非常に多くの手間がかかってしまう。
【００３６】
　そこで、本実施形態では、それぞれのＤＶＤディスクの"ＰＲＩＶＡＴＥ"ディレクトリ
２０５に、元のプレイリスト情報を復元させるための情報からなるＰＬＢファイルを管理
情報の一部としてコピーするようにする。図８は、図２に示す「０００００．ＰＬＢ」の
ファイル２０８の記述例を示す図である。図８に示すように、「０００００．ＰＬＢ」の
ファイル２０８には、ファイル分割記録が行われたシーンを構成する複数のファイル全て
に関するＰｌａｙＩｔｅｍ情報を記述する。これにより、分割された他の圧縮ビデオデー
タも特定できる。
【００３７】
　これにより、ＤＶＤディスクに圧縮ビデオデータを記録すると、接続情報は「１」以外
に変更されるが、ＰＬＢファイルでは接続情報が「１」として記録される。したがって、
このファイルが元々１つのシーンを構成していた複数のファイルのうちの１つであり、分
割記録された他のファイルを容易に検出することができる。そのため、後に、分割記録さ
れた複数のファイルを大容量のディスクに１つのシーンとして簡単にまとめることができ
る。
【００３８】
　図９は、本実施形態における記録処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、
図９に示す各ステップは、マイクロコンピュータ１０７の制御により、記録再生回路１１
０が記録手段として機能することによって行われる。
　図９において、記録処理を開始すると、まず、ステップＳ９０１において、記録中の圧
縮ビデオデータのファイルサイズが４ＧＢに到達したか否かを判断する。なお、本実施形
態のファイルシステムでは、上限値は４ＧＢであるものとする。また、１つのファイルの
記録開始時において、その先頭の一画面を用いてサムネイル画像データを生成し、ファイ
ル内の所定位置に格納して記録する。
【００３９】
　この判断の結果、４ＧＢに到達した場合は、ステップＳ９０２に進む。そして、ステッ
プＳ９０２において、圧縮ビデオデータを分割し、次の圧縮ビデオデータに対する記録処
理を開始する。この時、ＰｌａｙＩｔｅｍに、ファイル番号、記録日時、ＩＮ　ＴＩＭＥ
、ＯＵＴ　ＴＩＭＥ等の情報を記述する。なお、ＰｌａｙＩｔｅｍの記述タイミングは、
圧縮ビデオデータの記録処理が終了した時点に限らず、どのタイミングでもよい。
【００４０】
　次に、ステップＳ９０３において、ステップＳ９０２で記録を開始した圧縮ビデオデー
タのＰｌａｙＩｔｅｍに含まれる接続情報を「１」にセットする。そして、ステップＳ９
０１に戻る。
【００４１】
　一方、ステップＳ９０３の判断の結果、４ＧＢに到達していない場合は、ステップＳ９
０４に進み、１つのシーンの記録処理が終了したか否かを判断する。この判断の結果、１
つのシーンの記録処理が終了していない場合は、ステップＳ９０１に戻る。
【００４２】
　一方、ステップＳ９０４の判断の結果、１つのシーンの記録処理が終了した場合は、ス
テップＳ９０５に進む。次に、ステップＳ９０５において、最後に記録処理を終了した圧
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縮ビデオデータのＰｌａｙＩｔｅｍに、ファイル番号、記録日時、ＩＮ　ＴＩＭＥ、ＯＵ
Ｔ　ＴＩＭＥ等の情報を記述する。そして、図９に示したようなＰＬＢファイルを作成し
、"ＰＬＩＶＡＴＥ"ディレクトリ２０５に格納して、処理を終了する。
【００４３】
　また、ファイル分割記録が行われた各圧縮ビデオデータをＤＶＤディスクに記録する場
合は、「０００００．ＰＬＢ」のファイル２０８をコピーして、外部のＰＣ５０２や外付
けＤＶＤドライブ５０６に転送する。
【００４４】
　次に、ＨＤＤ１１２に記録されたデータを、図５の如く接続された他の記録媒体である
ＤＶＤにコピーする場合の処理について説明する。
　ビデオカメラ１００にＰＣ５０２或いは外付けＤＶＤドライブ５０６が接続された状態
でビデオカメラ１００を操作してコピーモードが設定されると、マイクロコンピュータ１
０７は、図２のプレイリストに基づいて、各シーンのファイルを検出する。そして、各シ
ーンの内容を示すサムネイル画像データをＨＤＤ１１２から再生し、液晶パネル１０６に
表示する。ユーザは、表示されたシーンのうち、コピーしたいシーンを選択し、コピー開
始を指示する。
【００４５】
　マイクロコンピュータ１０７は、コピー開始が指示されると、プレイリストに基づき、
選択されたシーンを構成するファイルを検出する。そして、そのシーンの先頭のデータが
格納されたファイルをＨＤＤ１１２から再生し、ＵＳＢ端子１１４を介して記録開始コマ
ンドと共に送信する。そして、ビデオデータのファイルの再生、送信が完了すると、この
ファイルに関するＰＬＢファイルをＨＤＤ１１２から再生し、ＵＳＢ端子１１４を介して
送信する。
【００４６】
　ここで、選択されたシーンが複数のファイルから構成されている場合、１つのファイル
のコピーが完了すると、次のＤＶＤを装着するよう、液晶パネル１０６に情報を表示する
。新たなＤＶＤが装着されると、マイクロコンピュータ１０７は次のファイルをＨＤＤ１
１２から再生し、同様にＵＳＢ端子１１４を介して送信する。そして、ＰＬＢファイルを
送信する。この様に、選択されたシーンの全てのファイルとそのＰＬＢファイルとをＤＶ
Ｄにコピーすると、コピー処理を終了する。
【００４７】
　このＰＬＢファイルに記述されたバックアップ情報を用いることにより、前述したよう
に１枚のディスクにまとめたり、ＨＤＤ１１２に１つのシーンとして書き戻したりするア
プリケーションを構築することができる。また、この情報を用いることにより、他のＤＶ
Ｄプレイヤーにて、次のディスクを要求するなどの機能を設けることも可能となる。
【００４８】
　なお、本実施形態では、「０００００．ＰＬＢ」のファイル２０８を作成したが、プレ
イリスト内に独自情報を記載可能な領域を設け、そこに記述してもよい。また、接続情報
とはファイル分割記録を識別するための情報であると説明したが、他のシームレス情報が
存在してもよい。
【００４９】
　また、本実施形態では、図５に示すように、外部のＰＣ５０２や外付けＤＶＤドライブ
５０６に圧縮ビデオデータを転送してＤＶＤディスクに記録する例について説明した。一
方、本実施形態に係るビデオカメラ１００において、ＤＶＤディスクに記録する機能を有
している場合は、ビデオカメラ１００でＤＶＤディスクに記録してもよい。
【００５０】
　この場合、記録再生回路１１０は第２の記録手段として機能し、例えば、１枚目のＤＶ
Ｄディスクに「０００００．ＭＴＳ」のファイル、ＰｌａｙＩｔｅｍ［０］についてのプ
レイリスト、及び「０００００．ＰＬＢ」のファイル２０８を記録する。また、別のＤＶ
Ｄディスクには、「００００１．ＭＴＳ」のファイル、ＰｌａｙＩｔｅｍ［１］について
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のプレイリスト、及び「０００００．ＰＬＢ」のファイル２０８を記録する。同様にさら
に別のＤＶＤディスクには、「００００２．ＭＴＳ」のファイル、ＰｌａｙＩｔｅｍ［２
］についてのプレイリスト、及び「０００００．ＰＬＢ」のファイル２０８を記録する。
【００５１】
　また、本実施形態では、記録機器を識別するための機器情報として、メーカーＩＤと機
種ＩＤとを用いた。ところが、「０００００．ＰＬＢ」のファイル２０８（ＰＬＢファイ
ル）を解析するときに、別の記録機器で記録されたものとの区別がつけば他の情報でもよ
い。
【００５２】
　そこで、本実施形態に係るビデオカメラ１００がＤＶＤディスクに記録する機能を有し
ている場合において、先にコピーしたＤＶＤディスクに識別情報が含まれている場合は、
この識別情報を読み出して、他のＤＶＤディスクに記録してもよい。特に、シーンの最後
のデータが記録されたＤＶＤからコピーを開始すれば、シーンの先頭のデータが記録され
たＤＶＤをコピーするのに従い、全てのＤＶＤディスクの識別情報を記録することができ
る。この結果、先頭の圧縮ビデオデータをコピーしたＤＶＤディスクには、後続の全ての
ＤＶＤディスクの識別情報を記録することができる。
【００５３】
　例えば、最初に記録再生回路１１０は、「００００２．ＭＴＳ」のファイルをＤＶＤデ
ィスクにコピーする。次に、「００００２．ＭＴＳ」のファイルが記録されたＤＶＤディ
スクから識別情報を読み出し、次の「００００１．ＭＴＳ」のファイルをコピーする際に
は、読み出した識別情報とともに別のＤＶＤディスクにコピーする。そして、「００００
１．ＭＴＳ」のファイルが記録されたＤＶＤディスクから識別情報を読み出し、次の「０
００００．ＭＴＳ」のファイルをコピーする際には、読み出した２つの識別情報とともに
さらに別のＤＶＤディスクにコピーする。
【００５４】
　また、本実施形態では、分割した圧縮ビデオデータをＤＶＤディスクに記録する例につ
いて説明したが、ＤＶＤディスクに限らず、不揮発性記憶媒体を内蔵する着脱可能なカー
ド型記録媒体であってもよい。
【００５５】
　以上のように本実施形態によれば、ファイル分割記録された圧縮ビデオデータ群２０７
が複数のＤＶＤディスクに分けてコピーされた場合でも、ＰＬＢファイルを参照できるた
め、再び１つのシーンとして簡単に復元させることが可能となる。
【００５６】
（本発明に係る他の実施形態）
　前述した本発明の実施形態における情報処理装置を構成する各手段、並びに情報処理方
法の各工程は、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラムが動作するこ
とによって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記憶したコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体は本発明に含まれる。
【００５７】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記憶媒体等とし
ての実施形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用して
もよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００５８】
　なお、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施
形態では図９に示すフローチャートに対応したプログラム）を、システムまたは装置に直
接、または遠隔から供給する場合も含む。そして、そのシステムまたは装置のコンピュー
タが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される場
合を含む。
【００５９】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
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インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００６０】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００６１】
　プログラムを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスクなどがある。さらに、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤ－Ｒ）などもある。
【００６２】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する方法がある。そして、前記ホームページから
本発明のコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含
むファイルをハードディスク等の記憶媒体にダウンロードすることによっても供給できる
。
【００６３】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【００６４】
　また、その他の方法として、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒
体に格納してユーザに配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを
介してホームページから暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報
を使用することにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさ
せて実現することも可能である。
【００６５】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。さらに、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述し
た実施形態の機能が実現され得る。
【００６６】
　さらに、その他の方法として、まず記憶媒体から読み出されたプログラムが、コンピュ
ータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わる
メモリに書き込まれる。そして、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや
機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理に
よっても前述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の実施形態に係るビデオカメラの構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態において、ＨＤＤに圧縮ビデオデータを記録するときのファイ
ル構成例を示す図である。
【図３】圧縮ビデオデータが記録される時の状態の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態におけるプレイリストの記述内容の一例を示す図である。
【図５】ＵＳＢ端子を介して外部機器と接続されている状態の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態において、詳細な情報が含まれているプレイリストの一例を示
す図である。
【図７】複数のＤＶＤディスクへコピーした場合の、それぞれのＤＶＤディスクに記録さ
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れるプレイリストの記述例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態におけるＰＬＢファイルの記述例を示す図である。
【図９】本発明の実施形態における記録処理手順の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６８】
１０１　レンズユニット
１０２　ＣＣＤ
１０３　カメラ信号処理部
１０４　圧縮伸張回路
１０５　ＯＳＤ部
１０６　液晶パネル
１０７　マイクロコンピュータ
１０８　フラッシュＲＯＭ
１０９　メモリ
１１０　記録再生回路
１１１　操作スイッチ群
１１２　ＨＤＤ
１１３　バス
１１４　ＵＳＢ端子

【図１】 【図２】
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